
 

 

   

    

 

 

インフルエンザと診断された場合、原則とし

て「発症後、「発症後、「発症後、「発症後、5555 日を経過しかつ、解熱後日を経過しかつ、解熱後日を経過しかつ、解熱後日を経過しかつ、解熱後 2222 日を日を日を日を

経過するまで」経過するまで」経過するまで」経過するまで」が出席停止期間となります。発

熱などの症状が出た日はカウントせず、翌日か

ら１日目と数えます。朝熱が下がっていても日

中熱が上がる場合は、熱が下がったとしません。

完全に熱が下がるまで療養してください。抗イ

ンフルエンザ薬の効果で熱がすぐに下がってい

ても、体内にウイルスが残っていて、感染力が

続いている可能性が高いため、このように定め

られています。 

出席停止期間の始まりは、インフルエンザと

診断された日ではなく、「症状が出た日」になり

ますので、電話連絡の際に、「症状が出た日」も

一緒に教えていただけるとありがたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月に入り、ようやく冬らしくなってき

ました。今年は、まだインフルエンザの流行

は落ち着いていますが、油断せず、手洗い・

うがい、加湿などの基本的な予防はしっかり

して元気に過ごせるようにしましょう。 

H30.12.11  塩田中学校保健室 

※発熱などの症状が

出た日を発症０日

とします。 



 

 《《《《    学校管理下の負傷等について学校管理下の負傷等について学校管理下の負傷等について学校管理下の負傷等について    》》》》    

    

以前にも上田市から通知が出ていますが再度確認のため 

お知らせいたします。 

平成３０年 8 月 1 日より、上田市の福祉医療制度が改正 

となり中学生以下の福祉医療費について医療機関等の窓口で 

の支払いが１レセプト５００円以内となっています。 

 

しかしながら、学校管理下での負傷等については、福祉医 

療費の対象外となり、日本スポーツ振興センターの災害給付制度の対象となります。 

学校管理下の負傷等で福祉医療制度を使用した場合には、返金等の手続きをしてい学校管理下の負傷等で福祉医療制度を使用した場合には、返金等の手続きをしてい学校管理下の負傷等で福祉医療制度を使用した場合には、返金等の手続きをしてい学校管理下の負傷等で福祉医療制度を使用した場合には、返金等の手続きをしてい

ただくようになりますので、学校管理下での負傷等で医療機関を受診される際には、ただくようになりますので、学校管理下での負傷等で医療機関を受診される際には、ただくようになりますので、学校管理下での負傷等で医療機関を受診される際には、ただくようになりますので、学校管理下での負傷等で医療機関を受診される際には、

福祉医療を使用しないようお願いいたします福祉医療を使用しないようお願いいたします福祉医療を使用しないようお願いいたします福祉医療を使用しないようお願いいたします。 

（部活動については、学校管理下内となりますが、社会体育については、学校管理下外となります） 

 

つきましては、学校管理下での負傷等による医療機関受診の際には、下記のとおり

ご注意いただきますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

① 学校管理下での負傷等による医療機関受診の際には、窓口では保険証を提示し、

保険診療の一部負担金 3 割での支払いをお願いします。（「福祉医療費受給者証」

の提示はしないでください。） 

 

② スポーツ振興センターの災害給付制度は、治癒までの合計金額が治癒までの合計金額が治癒までの合計金額が治癒までの合計金額が 1500150015001500 円以上円以上円以上円以上

が対象になります。1500 円以下の場合は、福祉医療制度の対象になります。そ

の場合は、上田市役所窓口で事後請求ができます。受診日の翌月から１年以内な

らば申請が可能です。 

  【★申請時に必要なもの…保険点数がわかる領収書・保険証・福祉医療費受給者証】 

 

③ 上記①において、福祉医療費受給者証を使用してしまった場合は、返金等の手続

きが必要になりますが、時期によって対応が異なります。受診した当月内であれ

ば病院窓口に行っていただき、保険診療でお支払いをお願いします。月末の場合

は、病院での事務処理が終了している場合がありますので、上田市福祉課   

（℡23-5130）までご連絡をお願いいたします。 

 


